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妊娠中ならびに妊娠を希望される⽅へ 
	1 厚労省の通達により、受診を希望される⽅はまず新型コロナ受診相談センターに相談してください。必要に応じて、指⽰された医療機関を受診してください。
2 37.5度以上の発熱や倦怠感が2 ⽇以上続く場合は新型コロナ受診相談センターにご相談ください。 
3  軽症でも新型コロナウイルス感染の可能性のある時は妊婦健診受診を控えてください。また，ご家族に患者さんがおられる場合も妊婦健診の受診⽇を 1-2 週ずらすことは可能ですので主治医に電話でご相談ください。但し、それまでの妊娠経過が正常の場合に限ります。不正出⾎やお腹の痛み、破⽔感など産科的症状のある場合は受診が必要です。
4 妊娠末期（分娩前）に新型コロナウイルスに感染した妊婦さんは，指定医療機関で分娩を⾏うことになります。新⽣児とは双⽅がウイルス陰性となるまで⾯会できずまた授乳もできません。　　　　　　　　　　　　　　　　2020/2/27現在
⽇本産婦⼈科感染症学会ホームページより抜粋



1.上記通達のため、かぜ症状（発熱、咳など）がある場合は、他の妊産婦さんへの感染予防のため、当院で診察することはできません。
2.妊娠を理由に内科で処方してもらえない場合は診察時間内にお電話でお問い合わせ下さい。お産や手術がなければ、時間をずらして対応します。（内科受診の証明が必要です。明細書で構いません。）
3.妊婦健診の予約日にかぜ症状がある場合は予約変更をお願いします。妊娠中の新型コロナウイルス感染症は、現時点では胎児の先天奇形のリスクとはならず、胎児に直接感染することはないと考えられています。
４．感染予防のため、医師の指示がない場合は妊婦健診への付き添いはお控え下さい。
皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
新型コロナ受診相談センター（帰国者・接触者相談センター）にご相談いただく目安（大阪市ホームページより抜粋）
	次の症状がある方は、新型コロナ受診相談センター（帰国者・接触者相談センター）にご相談ください。
1．風邪の症状や37.5℃前後の発熱が4日程度続いている。（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます）
2．強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。　
特に高齢者や基礎疾患等のある方は、これら状態が2日程度続く場合にご相談ください。
（妊婦の方へ）
妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めに新型コロナ受診相談センター（帰国者・接触者相談センター）にご相談ください。


大阪市　新型コロナ受診相談センター（帰国者・接触者相談センター）
24時間受付　　　電話　06-6647-0641
